
Ⅰ　研究の背景と目的
１　危機管理マニュアルと臨時休業基準
　近年，世界中で気候変動が注目を集めている。その
中でも，異常気象や極端現象の原因と考えられている

「大気中の二酸化炭素濃度の増加による地球温暖化に対
する懸念」（1）が強まっている。IPCC（Intergovernmental 
Panel on Climate Change：気候変動に関する政府間パネ
ル）の第 5 次報告書（2014）は，「気候システムの温暖
化には疑う余地がなく，また 1950 年代以降，観測され
た変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例のな
いものである。大気と海洋は温暖化し，雪氷の量は減少
し，海面水位は上昇している」（2）ことを指摘している。
また，同報告書は，日本を含む中緯度の陸域において，
今世紀末までに極端な降水がより強く，より頻繁になる
可能性が非常に高いことを指摘している（3）。実際，大
雨を伴う災害が日本においても頻発しており，異常気象
の中でも大雨への対策は喫緊の課題であると認識でき
る。
　国土交通省（2015）は「近年，雨の降り方が局地化，
集中化，激甚化している」との指摘を行うとともに，「全
国で発生している水害等による被災者からは『今まで経
験したことがない』という言葉が頻繁に聞かれるように
なった」と述べており，今後も発生が予想される異常気
象に対して警鐘を鳴らしている（4）。このような状況を

「『新たなステージ』と捉え，危機感をもって防災・減災
対策に取り組んでいく必要がある」（5）ことを合わせて
指摘している。この「新たなステージ」に対応するため，

気象庁は，すでに 2013 年 8 月から運用が始まっている
特別警報をはじめとして，「防災気象情報の改善や観測・
予測技術の向上」（6）に取り組んでいる。学校においても，
大雨等に起因する事故の発生（7）に対応するため，危機
管理マニュアルの整備をはじめとする気象災害に関す
る学校安全のより一層の充実が求められるようになっ
ている。
　2009 年施行の学校保健安全法（8）は「危険等発生時対
処要領」（以下，危機管理マニュアル）の作成を各学校
に義務付けている。危機管理マニュアルの範疇は学校管
理下で発生する事件・事故等であるため，生徒の登下
校時における安全確保策についても検討が求められる。
この点に関して，『学校の危機管理マニュアル作成の手
引』（2018）は，「大雨や暴風，波浪，高潮，大雪によっ
て登校時の危険が予測される場合には，『臨時休業』や

『始業時刻を遅らせる』等の措置を検討」（9）する必要性
を指摘し，授業開始前の生徒の登校時における気象災害
発生時の危機管理も求めている。気象災害等の非常変災
時における臨時休業に関しては学校教育法施行規則（10）

に規定がある。各学校は大雨等の異常気象に際して，臨
時休業の措置をとることができ，気象状況に対応した臨
時休業決定の拠り所としての基準（以下，臨時休業基準）
も各学校によって設定されることとなる。
　危機管理マニュアルと臨時休業基準の関係を整理す
ると，臨時休業の決定に関する基準は，学校管理下の
事件・事故等を包括的に規定する危機管理マニュアル
に内包されるといえる。しかしながら，生徒や保護者
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からの臨時休業基準という情報に対するニーズが高く，
危機管理マニュアルの中でも臨時休業基準は独立して
公表されているのが一般的である（11）。つまり，学校の
管理運営上，臨時休業基準は危機管理マニュアルに規定
されている情報の中でも，特に生徒や保護者から求めら
れているだけでなく，重大事故の未然防止や学校安全
の確保の観点からも臨時休業基準の中での警報の位置
づけ，取り扱いに焦点化して論じることに意義がある
と考えられる。危機管理マニュアルの作成に際しては，

「各学校の実情に応じて想定される危険を明確にし，危
険等発生時にどう対処し，いかに児童生徒等の生命や身
体を守るかについて検討する」（12）ことが必要とされて
いる。しかしながら，文部科学省は具体的に「実情」の
中身を示しておらず，2015 年 3 月には「学校が立地す
る自治体の地域防災計画や国民保護計画等についても
考慮すること」（13）を通知し，各学校に対して，詳細に

「実情」を把握することを求めている。この点に関して，
大川小学校津波訴訟判決（仙台高等裁判所 2018 年 4 月
26 日）では，危機管理マニュアルにおける不備等の事
前防災の過失を認定し，「実情」の把握が法律論からも
要求されている（2019 年 10 月 10 日，最高裁判所が市
と県の上告を退け，仙台高等裁判所の判決が確定）。
　しかしながら，坂田（2017）は危機管理マニュアルに
関して「学校保健安全法が要求する『当該学校の実情に
応じて』作成されたものになっているかどうかは疑問の
余地がある」（14）ことを指摘している。そのため，広範
多岐にわたる事件・事故（15）について，各学校が「実情」
を把握し，危機管理マニュアルを作成することは過重な
負担になっていると推測される。各学校は「実情」を把
握した上で，危機管理マニュアルに規定すべき内容を取
捨選択することとなるが，危機管理マニュアルの一部と
しての臨時休業基準の設定は不可欠であると考えられ
る。なぜなら，温帯モンスーン地帯に位置する日本は，
地域的な差異が生じるとしても，これまでに全国各地が
気象災害に遭い，今後もその激甚化が予想されているた
めである。つまり，いずれの学校においても気象状況を
把握（16）した上で臨時休業の判断を迫られる可能性が高
く，その判断の根拠としての臨時休業基準の設定が求め
られるのである。
　これまで気象警報等は「都道府県をいくつかに分け
たあらかじめ定めた複数の市町村で構成された地域」（17）

に発表されていた。それが 2010 年から，およそ市区町
村に一致する二次細分区域に発表されるように改善さ
れ，警戒の必要な市区町村が明確になる等，効果的な防
災対応につながることが期待されている。この点を踏
まえると，小学校及び中学校は，当該市区町村以外か
らの通学はおよそ考えにくいため，市区町村教育委員
会が臨時休業を決定する仕組みをとりやすい。つまり，
各教育委員会が臨時休業を決定するためのスタンダー
ドを各学校に提示し，それを基に各学校が必要な改定を
加えて，学校別の臨時休業基準を作成することが可能と
なる。

　一方，高校は小学校及び中学校に比べて，各学校の裁
量の幅が広く，独自性が強い傾向にあり，臨時休業基準
も近隣校で異なっていることが先行研究で指摘されて
いる（當山・小川 2017）（18）。また，高校は通学範囲が
元来広く，近年は統廃合及び学区再編が行われ，通学範
囲がこれまで以上に拡大する傾向にある。『学校防災マ
ニュアル（地震・津波災害）作成の手引き』（2012）に
も「国・私立学校や高等学校，特別支援学校など通学範
囲が広い場合」（19）に関する言及がある。これらの点か
ら，学区が広域化する高校の通学途上における生徒の安
全確保に関し，各学校における臨時休業基準の設定状況
を把握し , 適切な対応策を検討する必要がある。
　また，学校安全は，学校保健，学校給食とともに学校
健康教育の 3 領域の一つとなっている。この学校安全の
体系に関し，「学校保健には医師などの医療に関する専
門家が関与し，学校給食には栄養士などの栄養に関する
専門家が関与するが，学校安全には『安全士』などの
安全に関する専門家は存在しない」（20）（池田，2020）と
いう問題がある。そのため，危機管理を担う専門の部
署を学校に設置し，専門の訓練を受け，専門的知識を
修得した教職員を配置すべきといった議論もある（21）（河
内，2018）。したがって，学校安全については，専門家
が不在であるにも関わらず，その対象とする事象が肥大
化し，責任も大きいという点を押さえた議論が必要であ
る。各学校が設定した臨時休業基準についても専門的に
設定されたものではない。以上を踏まえて，高校を対象
にした上で臨時休業基準を論じる意義があると考えら
れ，本研究においては全国の公立高校を対象とする調査
を実施する。

２ 　先行研究の検討
　文部科学省（2013）は多方面にわたる学校の危機管理
に関して「自然災害に対する危機管理は学校安全の基礎
的・基本的なもの」（22）であることを指摘している。そ
して，学校安全に関して，次に示すような先行研究が蓄
積されている。学校安全に関する縦割り行政の問題を指
摘した藤岡ら（2017）（23），地震・津波に対する学校安
全を検討した上野（2018）（24），学校の臨時休業に関す
る研究として，教育法規の範疇で臨時休業を扱った菱村

（2007）（25），臨時休業に対応した授業時数の確保につい
て検討した寺崎（2010）（26）等があげられるが，警報発
表時における臨時休業を論じたものではない。
　一方，室崎ら（1994）（27）は，1993 年の鹿児島水害後
の保育所を対象とする調査を行った。その結果，風水
害のリスク認識が高い鹿児島県においても計画的対応
に遅れが生じていたため，「水害は地震や火災と異なり，
人的・物的被害に至るまでの時間的猶予があるため，比
較的事前対応がとりやすい」ことを踏まえ，計画的対応
の必要性を指摘する。つまり，危機管理マニュアルで気
象災害への対応を明確化しておく必要があるといえる。
これは 30 年近く前の論説であり，保育所を対象とする
調査ではあるものの，風水害が多い地域での災害時対応
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の不備については現代の学校の危機管理においても示
唆に富む内容である。村山ら（2015）（28）は，防災管理
において，教育委員会が示した標準的なものから自校の
置かれている状況を踏まえて危機管理マニュアルを作
成する重要性を指摘する。これは，いずれの自然災害に
ついても該当する重要な指摘であり，現状においては教
育委員会が提示した標準的な危機管理マニュアルを各
学校がそのまま使用していることが多い事実の裏返し
でもある。つまり，学校レベルにおいては，各学校の「実
情」に応じた危機管理マニュアルの整備が追い付いてい
ない現状にあることが窺える。以上の室崎ら・村山らの
研究から，気象災害に対応する危機管理マニュアルの整
備を各学校で進める重要性が明らかにされているとと
もに，学校をどのように支援していくかという課題が残
されていることが認識できる。
　学校安全に関する文部科学省（2020）（29）の調査にお
いては，危機管理マニュアルを作成している学校は高校
で 97.8％，全校種合わせて 97.0％となっている。しかし
ながら，危機管理マニュアルの内容に関して，生活安全，
交通安全，災害安全別の記載の有無を質問してはいるも
のの，災害安全における個別の自然災害に関する内容に
までは踏み込めていない。したがって，危機管理マニュ
アルや臨時休業基準における気象災害に関する内容は，
文部科学省の調査においては把握できていない状況に
ある。そのため，気象災害に関する記載内容の調査・研
究を行う必要がある。
　危機管理マニュアルの中でも本研究で論じる臨時休
業基準に関して，當山・小川（2017）（30）は兵庫県内の
高校を対象とする調査を行った。兵庫県内の高校の状況
を明らかにした上，「市町村等をまとめた地域（気象警
報・注意報の発表状況を地域的に概観するために気象
庁がまとめた区域）」内の学校において，対象とする警
報の種類に違いがあったことを指摘する。そして，「市
町村等をまとめた地域を一つの単位の目安として，近
隣の学校同士で臨時休業基準の擦り合わせを行うこと」
の必要性に言及している。つまり，高校は小学校及び中
学校に比べて，規模が大きく学校の独自性が強いため，
臨時休業基準も各学校単位で作成されている実態にあ
る。この点に関し，當山らは臨時休業基準を含む危機管
理マニュアルは，各学校で作成することが法の要請する
ところであるものの，近隣校で違いが生じている現状
に対して，危機管理上の問題提起を行っている。また，
この危機管理上の問題に関して，小川・當山（2019）（31）

は，全国の公立高校における臨時休業基準の設定に関す
る調査を行っている。その分析により，学校単独や近隣
校との協議による設定よりも，「臨時休業基準の『設定』
に際して，教育委員会が関与し，気象災害に対する危機
管理体制の強化を図る必要がある」と指摘し，教育委員
会の積極的な関与を提言している。しかしながら，臨時
休業基準の設定主体に関する考察にとどまり，全国的な
概況をはじめ，教育委員会が臨時休業基準の設定に関与
するに際して必要な情報までは提示できていない。

　以上のとおり，先行研究においては，臨時休業基準に
関して，全国の概況を明らかにした研究は管見の限り見
当たらない。小川・當山（2019）が提言している教育委
員会が臨時休業基準の設定に関与するに際しても，全国
の概況は必要不可欠な基礎的情報であると考えられる。
そこで，本研究においては，臨時休業基準の中での警報
の位置づけ，取り扱いに関する特徴を明らかにし，臨時
休業基準の改善に資するための考察を行うこととする。

Ⅱ　調査設計
１　調査の対象
　本研究においては，全国の全日制公立高校を調査対象
とした。各都道府県より 10 校，合計 470 校に対して調
査を依頼した。なお，調査校の抽出に際しては，所在地
が同一市区町村に重複しないように配慮を行った。

２ 　調査の概要
（1）　調査時期
　2017 年 8 月に調査を行った。

（2）　調査方法
　自記式質問紙による郵送調査を行った。

（3）　調査項目
①　学校名等基本情報に関する項目

　学校名，所在する都道府県名等の項目を設定し
た。

②　臨時休業基準の設定・更新・公表に関する項目
　臨時休業基準の設定の方法に関して，自校のみで
設定，近隣校と協議して設定，教育委員会が設定等
の選択肢を用意した。また，通常の授業日と部活動
のある土休日や長期休業等を区別しているか等に
ついて尋ねた。更新頻度に関して，毎年更新，必要
に応じて更新等の選択肢を用意した。また，最終更
新日やホームページでの掲載の有無，紙媒体での配
布の有無等を尋ねた。

③ 　臨時休業基準における気象警報及び気象特別警
報に関する項目
　臨時休業基準における気象警報に関して，大雨警
報，洪水警報，暴風警報，暴風雪警報，大雪警報，
波浪警報及び高潮警報の取り扱いの有無を尋ねた。
また，気象特別警報として，大雨特別警報，暴風特
別警報，暴風雪特別警報，大雪特別警報，波浪特別
警報及び高潮特別警報の取り扱いの有無を尋ねた。

④ 　臨時休業基準における気象現象以外の自然現象
に関する警報及び特別警報に関する項目
　臨時休業基準における気象現象以外の自然現象
に関して，津波警報，噴火警報，緊急地震速報等の
取り扱いの有無を尋ねた。

⑤　臨時休業の判断，対応措置に関する項目
　臨時休業の判断時間，対応措置等の項目を設定し
た。

⑥　その他の項目
　臨時休業基準に関する自由記述を設定した。
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３ 　回収状況
　回答は全体（470 校）の 53.0％にあたる 249 校から得
られた。自由記述は回答校の 18.1％にあたる 45 校から
寄せられた。その中で臨時休業基準の運用上の課題に関
する自由記述は 10 校から寄せられた。

Ⅲ　調査結果
１　臨時休業基準の中での気象警報
　臨時休業基準の中での気象警報の取り扱いについて，
気象庁が発表する 7 種類，すなわち大雨警報，洪水警報，
暴風警報，暴風雪警報，大雪警報，波浪警報及び高潮警
報の項目を設定し，該当するものをすべて選択する形式
で質問した。結果を表 1 に示す。

（1）　大雨警報
　大雨とは，「災害が発生するおそれのある雨」（32）を指
し，大雨警報は浸水害の表面雨量指数基準 1 によって決
定される。大雨警報は 129 校（51.8％）が対象としてい
る結果となった。

（2）　洪水警報
　洪水とは，「河川の水位や流量が異常に増大すること
により，平常の河道から河川敷内に水があふれること，
及び，堤防等から河川敷の外側に水があふれること」（33）

を指し，洪水警報は流域雨量指数基準 2 によって決定さ
れる。洪水警報は 103 校（41.4％）が対象としている結
果となった。

（3）　暴風警報
　暴風とは，「暴風警報基準以上の風」（34）を指す。暴風
警報は 177 校（71.1％）が対象としている結果となった。

（4）　暴風雪警報
　暴風雪とは，「暴風に雪を伴うもの」（35）を指す。暴風
雪警報は 119 校（47.8％）が対象としている結果となっ
た。

（5）　大雪警報
　大雪とは，「大雪注意報基準以上の雪。季節予報及び
天候情報においては，数日以上にわたる降雪により，社
会的に大きな影響をもたらすおそれのある雪」（36）を指
す。大雪警報は 107 校（43.0％）が対象としている結果
となった。

（6）　波浪警報
　波浪とは，「海洋表面の波動のうち，風によって発生

した周期が 1 ～ 30 秒程度のもの」（37）を指し，風浪と
うねりからなる。風浪とは，「その場所で吹いている風
によって生じた波」（38）を指し，うねりとは，「遠くの台
風などにより作られた波」（39）を指す。波浪警報は 7 校

（2.8％）が対象としている結果となった。
（7）　高潮警報
　高潮とは，「台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降
下による海面の吸い上げ効果と風による海水の吹き寄
せ効果のため，海面が異常に上昇する現象」（40）を指す。
高潮警報は 9 校（3.6％）が対象としている結果となった。

2　臨時休業基準の中での気象特別警報
　臨時休業基準の中での気象特別警報の取り扱いにつ
いて，気象庁が発表する 6 種類，すなわち大雨特別警報，
暴風特別警報，暴風雪特別警報，大雪特別警報，波浪特
別警報及び高潮特別警報の項目を設定し，該当するもの
をすべて選択する形式で質問した。結果を表 2 に示す。

（1）　大雨特別警報
　大雨特別警報の発表基準は，「台風や集中豪雨により
数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され，若しく
は，数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧に
より大雨になると予想される場合」（41）である。大雨特
別警報は 154 校（61.8％）が対象としている結果となっ
た。

（2）　暴風特別警報
　暴風特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の
台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想さ
れる場合」（42）である。暴風特別警報は 153 校（61.4％）
が対象としている結果となった。

（3）　暴風雪特別警報
　暴風雪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強
度の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が
吹くと予想される場合」（43）である。暴風雪特別警報は
143 校（57.4％）が対象としている結果となった。

（4）　大雪特別警報
　大雪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の降雪量
となる大雪が予想される場合」（44）である。大雪特別警
報は 132 校（53.0％）が対象としている結果となった。

（5）　波浪特別警報
　波浪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の
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② 臨時休業基準の設定・更新・公表に関する項目 

臨時休業基準の設定の方法に関して，自校のみで設

定，近隣校と協議して設定，教育委員会が設定等の選

択肢を用意した。また，通常の授業日と部活動のある

土休日や長期休業等を区別しているか等について尋

ねた。更新頻度に関して，毎年更新，必要に応じて更

新等の選択肢を用意した。また，最終更新日やホーム

ページでの掲載の有無，紙媒体での配布の有無等を尋

ねた。 

③ 臨時休業基準における気象警報及び気象特別警報に

関する項目 

臨時休業基準における気象警報に関して，大雨警報，

洪水警報，暴風警報，暴風雪警報，大雪警報，波浪警

報及び高潮警報の取り扱いの有無を尋ねた。また，気

象特別警報として，大雨特別警報，暴風特別警報，暴

風雪特別警報，大雪特別警報，波浪特別警報及び高潮

特別警報の取り扱いの有無を尋ねた。 

④ 臨時休業基準における気象現象以外の自然現象に関

する警報及び特別警報に関する項目 

臨時休業基準における気象現象以外の自然現象に

関して，津波警報，噴火警報，緊急地震速報等の取り

扱いの有無を尋ねた。 

⑤ 臨時休業の判断，対応措置に関する項目 

臨時休業の判断時間，対応措置等の項目を設定した。 

⑥ その他の項目 

臨時休業基準に関する自由記述を設定した。 

（4） 調査対象 

全国の全日制公立高校の中から，各都道府県 10 校（計

470 校）を抽出した。 

 

3 分析及び回収状況 

回答は全体（470 校）の 53.0％にあたる 249 校から得

られた。自由記述は回答校の 18.1％にあたる 45 校から

寄せられた。その中で臨時休業基準の運用上の課題に関

する自由記述は 10 校から寄せられた。 

 

Ⅲ 調査結果 

1 臨時休業基準の中での気象警報 

臨時休業基準の中での気象警報の取り扱いについて，

気象庁が発表する 7 種類，すなわち大雨警報，洪水警報，

暴風警報，暴風雪警報，大雪警報，波浪警報及び高潮警

報の項目を設定し，該当するものをすべて選択する形式

で質問した。結果を表 1 に示す。 

（1） 大雨警報 

大雨とは，「災害が発生するおそれのある雨」（32）を指

し，大雨警報は浸水害の表面雨量指数基準 1 によって決

定される。大雨警報は 129 校（51.8％）が対象としてい

る結果となった。 

（2） 洪水警報 

洪水とは，「河川の水位や流量が異常に増大すること

により，平常の河道から河川敷内に水があふれること，

及び，堤防等から河川敷の外側に水があふれること」（33）

を指し，洪水警報は流域雨量指数基準 2 によって決定さ

れる。洪水警報は 103 校（41.4％）が対象としている結

果となった。 

（3） 暴風警報 

暴風とは，「暴風警報基準以上の風」（34）を指す。暴風

警報は 177 校（71.1％）が対象としている結果となった。 

（4） 暴風雪警報 

暴風雪とは，「暴風に雪を伴うもの」（35）を指す。暴風

雪警報は 119 校（47.8％）が対象としている結果となっ

た。 

（5） 大雪警報 

大雪とは，「大雪注意報基準以上の雪。季節予報及び天

候情報においては，数日以上にわたる降雪により，社会

的に大きな影響をもたらすおそれのある雪」（36）を指す。

大雪警報は 107 校（43.0％）が対象としている結果とな

った。 

（6） 波浪警報 

波浪とは，「海洋表面の波動のうち，風によって発生し

た周期が 1～30 秒程度のもの」（37）を指し，風浪とうねり

からなる。風浪とは，「その場所で吹いている風によって

生じた波」（38）を指し，うねりとは，「遠くの台風などに

より作られた波」（39）を指す。波浪警報は 7 校（2.8％）

が対象としている結果となった。 

（7） 高潮警報 

高潮とは，「台風など強い気象じょう乱に伴う気圧降

下による海面の吸い上げ効果と風による海水の吹き寄せ

効果のため，海面が異常に上昇する現象」（40）を指す。高

潮警報は 9 校（3.6％）が対象としている結果となった。 

 

2 臨時休業基準の中での気象特別警報 

臨時休業基準の中での気象特別警報の取り扱いにつ

いて，気象庁が発表する 6 種類，すなわち大雨特別警報，

大雨
警報

洪水
警報

暴風
警報

暴風雪
警報

大雪
警報

波浪
警報

高潮
警報

数 129校 103校 177校 119校 107校 7校 9校

割合 51.8% 41.4% 71.1% 47.8% 43.0% 2.8% 3.6%

表表11　　臨臨時時休休業業基基準準ににおおけけるる気気象象警警報報のの取取りり扱扱いい
表 １　臨時休業基準における気象警報の取り扱い
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暴風特別警報，暴風雪特別警報，大雪特別警報，波浪特

別警報及び高潮特別警報の項目を設定し，該当するもの

をすべて選択する形式で質問した。結果を表 2 に示す。 

（1） 大雨特別警報 

大雨特別警報の発表基準は，「台風や集中豪雨により

数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され，若しくは，

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により

大雨になると予想される場合」（41）である。大雨特別警報

は 154 校（61.8％）が対象としている結果となった。 

（2） 暴風特別警報 

暴風特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の

台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹くと予想され

る場合」（42）である。暴風特別警報は 153 校（61.4％）が

対象としている結果となった。 

（3） 暴風雪特別警報 

暴風雪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度

の台風や同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹く

と予想される場合」（43）である。暴風雪特別警報は 143 校

（57.4％）が対象としている結果となった。 

（4） 大雪特別警報 

大雪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の降雪量

となる大雪が予想される場合」（44）である。大雪特別警報

は 132 校（53.0％）が対象としている結果となった。 

（5） 波浪特別警報 

波浪特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の

台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想され

る場合」（45）である。波浪特別警報は 31 校（12.4％）が

対象としている結果となった。 

（6） 高潮特別警報 

高潮特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の

台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想され

る場合」（46）である。高潮特別警報は 33 校（13.3％）が

対象としている結果となった。 

 

3 臨時休業基準の運用上の課題 

臨時休業基準の運用上の課題に関する自由記述は 10

校から寄せられた。記述内容を踏まえて，「A 警報の捉え

方」，「B 警報と実際のズレ」，「C その他」に分類した。 

A 警報の捉え方 

A-1 なかなか解除されない大雨警報や洪水警報

はどの程度危険なのか。臨時休業とすべきかどう

か。 

A-2 大雨警報はさほど激しい雨でない場合もよ

く発表され，授業がとんでしまう。近隣の学校で

も最近大雨警報は臨時休業の対象から外すところ

もある。 

B 警報と実際のズレ 

B-1 警報と実際の気象状況がズレているケース

が起こりうること。 

B-2 警報と結果のズレが大きかった場合を考え

ると，臨時休業の判断決定が非常に難しい。 

B-3 実際の天候等が事前に予想していたものと

異なることもあり，臨時休業の判断が難しいこと。 

B-4 天気が回復しているにもかかわらず，警報が

発表されたままになっているときの対応。 

B-5 X 村に警報が発表された場合，警報の対象は

X 村全体が対象であるが，Y 島と Z 島では 50km 離

れており，天候の状況がかなり異なる。 

B-6 日中に回復見込みの場合でも朝の時点で臨

時休業を決定すること。 

C その他 

C-1 的確な状況の把握，関係機関との連携による

慎重かつ迅速な早期対応が重要である。 

C-2 生徒の安全を第一に考えるため，判断が空振

りに終わっても良しと考えている。 

「A警報の捉え方」，「B警報と実際のズレ」，「Cその他」

という分類別に，自由記述の内容を検討する。まず，「A

警報の捉え方」には，臨時休業基準における警報の規定

に関するものを整理した。「大雨警報や洪水警報はどの程

度危険なのか。臨時休業とすべきかどうか。」（A-1）とい

うように，警報の危険性を学校が捉えきれていないとい

える。その上，「授業がとんでしまう。最近大雨警報は臨

時休業の対象から外すところもある」（A-2）というよう

に，授業時間の確保が優先され，警報の発表が学校の危

機管理に活用されていないともいえる。そもそも気象警

報とは「重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して

行う予報」（気象業務法第 2 条 7 項）を意味する。また，

A-1 及び A-2 で言及されている大雨警報は，2019 年 5 月

より運用が開始された警戒レベルでは「警戒レベル 3 相

当」に位置づけられている。その際に住民が「とるべき

行動」としては，「災害が想定されている区域等では，自

治体からの避難準備・高齢者等避難開始の発令に留意す

るとともに，危険度分布や河川の水位情報等を用いて高

齢者等の方は自ら避難の判断をしてください」（47）とあり，

大雨
特別警報

暴風
特別警報

暴風雪
特別警報

大雪
特別警報

波浪
特別警報

高潮
特別警報

計 154校 153校 143校 132校 31校 33校

割合 61.8% 61.4% 57.4% 53.0% 12.4% 13.3%

表表22　　臨臨時時休休業業基基準準ににおおけけるる気気象象特特別別警警報報のの取取りり扱扱いい
表 ２　臨時休業基準における気象特別警報の取り扱い
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台風や同程度の温帯低気圧により高波になると予想さ
れる場合」（45）である。波浪特別警報は 31 校（12.4％）
が対象としている結果となった。

（6）　高潮特別警報
　高潮特別警報の発表基準は，「数十年に一度の強度の
台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想さ
れる場合」（46）である。高潮特別警報は 33 校（13.3％）
が対象としている結果となった。

３ 　臨時休業基準の運用上の課題
　臨時休業基準の運用上の課題に関する自由記述は 10
校から寄せられた。記述内容を踏まえて，「A 警報の捉
え方」，「B 警報と実際のズレ」，「C その他」に分類した。
A　警報の捉え方
A-1　なかなか解除されない大雨警報や洪水警報はどの
程度危険なのか。臨時休業とすべきかどうか。
A-2　大雨警報はさほど激しい雨でない場合もよく発表
され，授業がとんでしまう。近隣の学校でも最近大雨警
報は臨時休業の対象から外すところもある。
B　警報と実際のズレ
B-1　警報と実際の気象状況がズレているケースが起こ
りうること。
B-2　警報と結果のズレが大きかった場合を考えると，
臨時休業の判断決定が非常に難しい。
B-3　実際の天候等が事前に予想していたものと異なる
こともあり，臨時休業の判断が難しいこと。
B-4　天気が回復しているにもかかわらず，警報が発表
されたままになっているときの対応。
B-5　X 村に警報が発表された場合，警報の対象は X 村
全体が対象であるが，Y 島と Z 島では 50km 離れており，
天候の状況がかなり異なる。
B-6　日中に回復見込みの場合でも朝の時点で臨時休業
を決定すること。
C　その他
C-1　的確な状況の把握，関係機関との連携による慎重
かつ迅速な早期対応が重要である。
C-2　生徒の安全を第一に考えるため，判断が空振りに
終わっても良しと考えている。
　「A 警報の捉え方」，「B 警報と実際のズレ」，「C その他」
という分類別に，自由記述の内容を検討する。まず，「A
警報の捉え方」には，臨時休業基準における警報の規
定に関するものを整理した。「大雨警報や洪水警報はど
の程度危険なのか。臨時休業とすべきかどうか。」（A-1）
というように，警報の危険性を学校が捉えきれていない
といえる。その上，「授業がとんでしまう。最近大雨警
報は臨時休業の対象から外すところもある」（A-2）と
いうように，授業時間の確保が優先され，警報の発表が
学校の危機管理に活用されていないともいえる。そもそ
も気象警報とは「重大な災害の起こるおそれがある旨を
警告して行う予報」（気象業務法第 2 条 7 項）を意味する。
また，A-1 及び A-2 で言及されている大雨警報は，2019
年 5 月より運用が開始された警戒レベルでは「警戒レベ

ル 3 相当」に位置づけられている。その際に住民が「と
るべき行動」としては，「災害が想定されている区域等
では，自治体からの避難準備・高齢者等避難開始の発令
に留意するとともに，危険度分布や河川の水位情報等を
用いて高齢者等の方は自ら避難の判断をしてください」

（47）とあり，高齢者以外の者は避難準備を整えることと
なる。したがって，大雨警報の発表時，生徒に通学を求
めることは，警報という防災情報の趣旨とは異なるも
の，むしろ逆行するものと捉えられる。
　次の「B 警報と実際のズレ」には，臨時休業の判断に
関するものを整理した。「警報と実際がズレているケー
スが起こりうる」（B-1），「警報と結果のズレが大きかっ
た場合」（B-2），「実際の天候等が事前に予想していたも
のと異なること」（B-3），「天気が回復しているにもかか
わらず，警報が発表されたままになっているとき」（B-4）
というように，警報と実際の気象状況との間のズレを受
けた臨時休業の判断の難しさが窺える。また，「警報の
対象は X 村全体が対象であるが，Y 島と Z 島では 50km
離れており，天候の状況がかなり異なる」（B-5）という
ように，同一の市区町村内においても気象状況は一概で
はないことによる臨時休業の判断の難しさが窺える。
　以上の「B 警報と実際のズレ」に関する指摘は，現在
の警報システムに関する技術上の問題であるといえる。
気象状況は市区町村の境界に関わらずに広がっており，
市区町村の境界に必ずしも一致しない。逆に，広域に
わたる市区町村内は全く均一の気象状況とはならない。
そのため，警報と実際の気象状況の間にはズレが生じ
る。この点に関しては，予報技術の向上を期待すべきで
あり，現在の技術レベルにおいては「B 警報と実際のズ
レ」が生じる前提で臨時休業の判断を行わなければなら
ない。また，「日中に回復見込みの場合でも朝の時点で
臨時休業を決定すること」（B-6）というように，朝に臨
時休業を決定しても日中には授業が実施可能な気象状
況となることに対する指摘もある。確かに気象状況は刻
一刻と変化していくものであり，そのような事態も生
じうる。しかしながら，「A 警報の捉え方」とも関連し，
警報の発表されている中，生徒が登校しなければならな
い状況は警報等の防災情報の趣旨と大きくかけ離れて
いるといえ，朝に臨時休業を決定することはやむを得な
いことではないかと考えられる。授業時数の確保が念頭
にあると，積極的に臨時休業を決定しにくい状況が生じ
るかもしれないが，年に何回もあるものでなく，許容範
囲であろう。
　最後の「C その他」には，「A 警報の捉え方」及び「B
警報と実際のズレ」に当てはまらないものを整理した。

「的確な状況の把握，関係機関との連携による慎重かつ
迅速な早期対応が重要」（C-1）というように，警報の発
表時における迅速な判断の重要性が指摘されている。そ
の一方，「判断が空振りに終わっても良しと考えている」

（C-2）というように，臨時休業の判断が結果的に空振り
に終わっても仕方ないとの指摘もみられる。
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Ⅳ　考察
１　臨時休業基準の現状と課題

（1）　「実情」の把握
　気象庁によって発表される気象警報の種類やその基
準は全国一律ではなく，学校が対応すべき警報も学校の
位置する自然環境による違いがある。そのため，臨時休
業基準における気象警報及び気象特別警報の地方別や
学校別の規定内容の相違は自明のことである。しかしな
がら，臨時休業基準の中に気象警報を規定している学校
は，全体として多いものでも暴風警報 177 校（71.1％），
大雨警報 129 校（51.8％）にとどまる。また，洪水警報
103 校（41.4％），暴風雪警報 119 校（47.8％），大雪警
報 107 校（43.0％）はそれぞれ半数に満たない。さらに，
波浪警報 7 校（2.8％），高潮警報 9 校（3.6％）については，
沿岸部の市区町村においてのみ発表される可能性があ
るものの極端に少ない結果となっている。一方，臨時
休業基準の中に気象特別警報を規定している学校は，多
いものでも大雨特別警報 154 校（61.8％），暴風特別警
報 153 校（61.4％）にとどまる。暴風雪特別警報 143 校

（57.4％），大雪特別警報 132 校（53.0％）と続き，高潮
特別警報 33 校（13.3％）及び波浪特別警報 31 校（12.4％）
は極端に少ない。さらに，気象特別警報の位置づけがな
い洪水を除き，全体としては気象警報よりも気象特別警
報を臨時休業基準の中に規定している学校が多いもの
の，暴風に関しては逆の結果となっている。
　単純に気象警報や気象特別警報という気象情報の趣
旨を踏まえるならば，臨時休業基準において，対象とし
ていないよりも対象としておく方が無難である。それで
は，本調査における結果は，臨時休業基準の不備を示し
たものといえるのだろうか。臨時休業基準に関する議論
においては，一概にすべての気象警報及び気象特別警報
を対象とすることが良く，そうでないことが悪いという
ことではない。すべての気象警報及び気象特別警報を臨
時休業基準の対象として位置づける必要があるならば，
全国で統一された臨時休業基準の使用を法律で定めさ
えすれば事足りる。しかし，個々の学校が置かれている
状況は異なるため，全国一律の基準に馴染む性格のもの
ではない。そのため，学校保健安全法においても各学校
が主体となって，「実情」を踏まえて設定することを要
請しているといえる。
　各学校が「実情」を踏まえているのであれば特段の問
題は生じないといえる。ここでの真の問題は各学校がそ
れぞれの「実情」を適切に踏まえて設定したものである
か否かである。この点に関して，本調査からそれぞれの
学校がどの程度「実情」を把握しているのかは明らか
とはなっていないものの，先行研究の知見（坂田 2017，
小川・當山 2019，池田 2020 等）を踏まえると，すべて
の学校の臨時休業基準において「実情」が適切に踏まえ
られているかという点については検討の余地のあるこ
とが分かる。
　先行研究の一つである小川・當山（2019）は，臨時休
業基準の設定に関して，教育委員会の関与があった事例

が 15.7％（39 校）にとどまり，各学校が単独で設定し
ている事例が 59.8％（149 校）を占め，多数派であった
ことを明らかにしている。その上で，臨時休業基準は教
育委員会が関与して設定する方が，個々の学校が単独で
設定するよりも危機管理が綿密に行われていることを
示唆し，個別学校のみによる臨時休業基準の設定には限
界があることを指摘している。したがって，多くの学校
は単独で臨時休業基準を設定しているといえ，その臨時
休業基準の設定の過程には，教育委員会が関与していな
いため，不備を内包している可能性の高いことが認識で
きる。そうであるならば，本研究における臨時休業基準
に関する調査結果は，各学校の「実情」が踏まえられた
ものというよりも，むしろ，全国の学校現場で臨時休業
基準の設定にまで手が回っていない状況を露呈してい
ると捉える方が自然な解釈であるとはいえないだろう
か。

（2）　大雨警報及び大雨特別警報の位置づけ
　すべての気象警報及び気象特別警報を臨時休業基準
の対象として位置づける必要性は低いとしても，昨今の
気象災害の激甚化を踏まえると，本調査が示した大雨警
報（特別警報）を規定している学校の割合は意外に低い
結果であったと捉えられよう。というのも，波浪警報（特
別警報）や高潮警報（特別警報）は影響を受ける地域
が比較的沿岸部に限定されるのに対して，大雨警報（特
別警報）はいずれの地域においても影響を受ける可能性
が高い。また，大雨警報（特別警報）の発表回数は他の
気象警報よりも多い 3。そのため，日本各地で気象災害
が発生している昨今の状況を踏まえると，これまで気象
災害に見舞われてこなかった学校においても，大雨警報

（特別警報）を臨時休業基準に位置づける等の整備が進
められてきたと考えることが自然な流れといえるため
である。
　危機管理においては，すべてをマニュアル化すること
は不可能であり，臨時休業基準に規定していない事態が
生じた場合は，校長の下で臨機応変の対応を選択してい
るとも考えられる。天気予報が毎日流れているとおり，
気象現象は事前にある程度の予測が可能である。例え
ば，前日から気象状況の悪化が予想され，注意喚起がな
されているのであれば，学校としては翌日の臨時休業を
決定し，その日のうちに生徒や保護者に伝達することが
可能である。このような状況においては臨時休業基準に
どのような気象警報や気象特別警報を位置づけてあろ
うとなかろうと問題は生じず，むしろ臨時休業基準の存
在の必要性すら感じないかもしれない。この例のように
毎回，臨機応変に対応し，生徒の安全を確保することが
できれば，極論をいうと臨時休業基準に関する議論は不
要となる。しかしながら，学校保健安全法には危機管理
マニュアルの策定が学校の責務として規定されており，
その一つとしての臨時休業基準もそれぞれの学校の「実
情」に応じた整備が求められる。学校が「実情」を的
確に捉えることに関し，本調査結果を踏まえるならば，
少なくとも大雨警報（特別警報）を臨時休業基準の対象
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として位置づけなくても良いものだろうか。本調査では
この点を問題提起し，今後の議論を期待したい。
　以上のとおり，昨今の気象災害の傾向を踏まえ，本
調査結果の考察を行ったところ，大雨警報（特別警報）
を規定している学校の割合の低さを指摘することがで
きる。この点は本調査によって明らかとなった知見であ
る。

（3）　運営上の課題
　臨時休業基準に関する課題について自由記述から考
えられることをまとめたい。自由記述の「A 警報の捉え
方」からは「重大な災害の起こるおそれがある旨を警告
して行う予報」である気象警報等を学校が上手く活用で
きていないことが推察される。具体的に，授業時数確保
のために大雨警報を臨時休業基準の対象から外してい
る学校の存在も示唆されていることは，警報の趣旨に反
するものと捉えられる。この点に関しては，「C その他」
において，関係機関との連携の重要性が指摘されている
ように，臨時休業基準の作成の段階で学校外の関係機関
や専門家に対して指導・助言等を求める必要があるとも
考えられる。
　また，「B 警報と実際のズレ」からは，警報が発表さ
れている一方で，現実の気象状況はそれほどでもない場
合における臨時休業の判断の難しさが推察される。警報
も予報の一種であり，時には外れることもある。現在の
技術レベルにおいては，警報も完璧ではなく，「警報と
実際のズレ」が稀に起こり得るため，学校においては臨
機応変の対応が求められている。しかしながら，国の専
門機関である気象庁が警報を発表している中，その後
の天候回復が見込まれるからといって生徒の登校を求
める判断を学校が行うことは果たして適切であろうか。
授業時数の確保が念頭にあり，臨機応変の対応が可能な
状況下では，図らずも警報が発表されている中で臨時休
業ではなく授業実施という判断になる可能性が高いと
考えられる。これは極端な例であるとしても，人為的判
断はさまざまな影響を受けて，必ずしも最善の選択にな
るとは限らない。これらを踏まえると，気象庁が警報を
発表している中で臨時休業とせず，生徒に登校を求める
ことは適切ではないといえる。
　「警報と実際のズレ」に関して付言すると，国の専門
機関である気象庁からの警報発表を受け，臨時休業基準
の規定に従って，学校が決定した臨時休業の判断が結果
的に空振りとなっても，学校の臨時休業の判断が責めら
れる可能性は低いであろう。敢えて指摘するならば，学
校の判断が問題となるのは，この状況とは正反対の場合
であろう。例えば，警報が発表されているにも関わらず，
生徒の登校を求めたり，臨時休業基準とは異なる臨機応
変の対応をとったりして，生徒が通学中に事故に巻き込
まれてしまった場合などが想定される。
　以上，本調査結果の範囲内において，各学校が直面し
ていると考えられる臨時休業基準に関する課題の指摘
を行った。そもそも，気象警報及び気象特別警報を単に
臨時休業基準に位置づけるだけでは学校の危機管理は

成り立たない。それぞれの学校が「実情」を踏まえて臨
時休業基準を設定し，適切に運用していくことが何より
も重要である。そのために，これまで述べてきたことを
踏まえ，次節において，臨時休業基準の不備の改善，そ
して，学校安全の推進に向けた考察を行うこととする。

２ 　学校安全に関する教職員の実態
　学校安全の推進を担っているのは校長をはじめとす
る教職員である。臨時休業基準についても，管理職の指
示のもとで担当の教職員が原案を作成し，職員会議を経
て実際の運用に至っているものと考えられる。したがっ
て，学校安全の担い手である教職員の実態を踏まえるこ
とが臨時休業基準の課題解決には第一に必要なことで
あると考えられるため，ここで学校安全に関する教職員
の実態についての議論の整理を行う。
　文部科学省（2020）（48）が実施した調査における高
校の災害安全に関する教職員向け研修の実施状況を確
認すると，2013 年度は 73.4％（全校種合計 76.9％，以
下同様に記載。）（49），2015 年度は 64.3％（72.3％）（50），
2018 年度は 66.2％（73.9％）（51）となっている。この調
査では研修内容の把握までは行われていないものの，研
修内容が東日本大震災以降，地震・津波災害に重点化し
ていることは容易に想像できる。したがって，研修に
おいて十分に気象災害が取り扱われていないことによ
る教職員の気象災害に関する知識・理解不足が懸念され
る。
　また，同じ文部科学省（2020）（52）の調査における「教
職員の学校安全に関する組織的役割についての理解状
況」について，高校の集計を確認すると「すべての教
職員が理解している」80.5％（全校種合計 89.8％，以
下同様に記載。），「一部の教職員のみが理解している」
16.8％（8.3％），「学校安全に関する各教職員の役割が明
確になっていない」2.7％（1.9％）となっている。組織
的役割の中には危機管理マニュアルや臨時休業基準に
基づいて，警報発表時にどのように対応すべきかに関す
る理解も含まれるといえる。
　そうであるならば，教職員による危機管理マニュアル
や臨時休業基準の内容理解が 8 割程度の高校において
進んでいるものの，内容自体を検証する段階にまで至っ
ていないと推察される。内容の検証は管理職が主に担う
実情を踏まえると，管理職の災害対応に関する自信は低
い一方，研修ニーズが高いとする當山・小川（2018）（53）

の研究が参考になる。この指摘は，気象災害に限定した
論及ではないものの，地震や津波に関する研修内容が充
実していると考えられる中，特に管理職向けの研修にお
いても気象災害に関する内容の充実をより一層図る必
要があると考えられる。
　さらに，大川小学校津波訴訟判決においては，校長等
の「安全確保義務を遺漏なく履行するために必要とされ
る知識及び経験は，釜谷地区の地域住民が有していた平
均的な知識及び経験よりも遥かに高いレベルのもので
なければならない」（54）と指摘されている。つまり，校

119公立高校の危機管理における気象警報の取り扱いに関する考察



長等の管理職には，一般大衆よりも高いレベルの防災に
関する知識が法律論からも要求されているのである。
　一方，片田（2018）（55）は，日本における防災はすべ
て行政主導であったと述べ，災害対策基本法に基づい
て高水準の防災が達成されていることの裏返しとして，

「無防備になってしまった住民」が形成されたことを指
摘している。つまり，高度経済成長期以降の日本におい
ては，高水準の防災が達成されてきたことで，住民の
防災意識の醸成がそもそも進んできていないのである。
また，片田は気象災害の激甚化を引き合いに出し「『想
定外』に備えなくてはならない」（56）と警鐘を鳴らして
いる。同様に住民の防災意識の低さに関する指摘は，榊
ら（2020）（57），神藤ら（2020）（58），平田ら（2020）（59）

にもみられる。これらにおいては，学校や教職員に対す
る直接的な論及はなされていないものの，学校安全を検
討する上でも押さえておくべき重要な指摘である。
　以上を踏まえると，教職員向けの災害安全の研修にお
いて，気象災害に関する内容のより一層の充実が必要で
あり，それは教職員以外の一般大衆よりも高いレベルの
内容でなければならないといえる。このような研修を教
職員が受ける機会を増やすことで，教職員が危機管理マ
ニュアルや臨時休業基準における気象災害に関する内
容を批判的に検証することが可能となるであろう。この
点に関して，危機管理マニュアルや臨時休業基準の作成
に責任を持つ管理職向けの研修において，特に重視すべ
きであると考えられる。

３ 　提言
　本研究で明らかとなった臨時休業基準に関する課題，
そして，学校安全の推進の担い手となる教職員の実態等
を踏まえて，臨時休業基準の改善を進めるため議論の土
台としての具体的な提言を最後に示したい。
　文部科学省（2021）（60）は，「大雨等が予想される場合
の事前の臨時休業等の措置」に関するサンプル 4 を提示
している。このようなガイドラインやその他の参考資料
に沿って，学校が「実情」を踏まえて臨時休業基準を設
定することになっている。しかしながら，近年は学校の
業務量の増加やそれに伴う教職員の負担の増加が指摘
されている。また，大川小学校津波訴訟判決で指摘さ
れたように，学校には事前防災に関して非常に大きな
責任が求められているようになっている。したがって，
このような内容のガイドラインの提示にとどまるので
はなく，もう一段階進んだ学校への支援策の拡充が必要
になってきているのではないだろうか。
　以下では文部科学省がサンプルとして例示している
内容の要点を押さえつつ論を進めたい。情報収集につい
ては，毎日 17 時の時点で校長が翌日の天気予報を踏ま
えて，何らかの対応が必要な場合，担当職員に対する指
示や近隣校や教育委員会等に連絡することが例示され
ている。情報収集の段階においては，学校が主体的に取
り組む必要がある一方，近隣校の状況を踏まえた判断も
求められている。近隣校との連絡調整については，教育

委員会や近隣校と連絡をとり，今後の対応を確認するこ
とが例示されている。教育委員会や近隣校との連絡調整
の場面では，学校に一任するのではなく教育委員会によ
る積極的な支援が必要ではないだろうか。また，情報収
集に関しても，台風の接近等，教育委員会からの情報提
供が学校現場を混乱させない十分な時間的ゆとりがあ
る場合，教育委員会が気象庁や気象台等と連携を図り，
すべての学校に対して一斉に情報提供するような形も
必要ではないだろうか。
　臨時休業等の判断基準については，学校の「実情」に
応じて設定できるようにするため，具体的な警報の種類
は例示されてはいない。臨時休業にすべき気象警報や気
象特別警報は，国から一律に規定される性格のものでは
ないため，各学校が主体的に気象警報及び気象特別警報
を臨時休業基準に位置づける必要がある。しかしなが
ら，本調査結果を踏まえると，少なくともいずれの地域
においても影響を与える可能性の高い「大雨」に関する
気象情報である大雨警報や大雨特別警報は，臨時休業基
準に加えるべきものとして，文部科学省や教育委員会等
の教育行政からの提示が必要ではないだろうか。特にこ
の点に関しては，本調査の結果を踏まえての指摘であ
る。
　保護者への連絡方法については，一斉メール配信や学
校ウェブサイトでの情報提供が例示されている。本研究
の対象である高校の生徒に関しては，ある程度，保護者
の手を離れていると考えられるため，保護者だけでな
く，当然のこととして，生徒本人にもメール等で情報提
供を行うべきであろう。

Ⅴ　本研究の総括と課題
　本研究の目的は，臨時休業基準の中での警報の位置づ
け，取り扱いに関する特徴を明らかにし，臨時休業基準
の改善に資するための考察を行うことであった。本調査
の範囲内で気象警報及び気象特別警報の規定に関して，
次のような点が指摘できる。
　本調査の結果，臨時休業基準の中に気象警報を規定し
ている学校は，多いものでも暴風警報 177 校（71.1％），
大雨警報 129 校（51.8％）にとどまっていた。また，臨
時休業基準の中に気象特別警報を規定している学校は，
多いものでも大雨特別警報 154 校（61.8％），暴風特別
警報 153 校（61.4％）にとどまっていた。すべての気象
警報及び気象特別警報を臨時休業基準の対象として位
置づける必要性は低いとしても，昨今の気象災害の激甚
化を踏まえると，大雨警報及び大雨特別警報の規定への
反映は不十分な状態であった。これらの結果は学校の

「実情」というよりも，むしろ，全国の学校現場で臨時
休業基準の設定にまで手が回っていない状況を露呈し
たものと捉えられる。
　臨時休業基準の改善を進めるためには，当該校の管理
職をはじめとする教職員が学校の「実情」に応じた安全
の確保を図ることができているか，自ら検証できる能力
を養うことが重要である。しかしながら，「実情」が適
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切に踏まえられていない可能性の高い現状からは，個別
学校に対する教育行政からの支援策のより一層の拡充
が望まれる。具体的には，近隣校との連絡調整や情報収
集に関して学校の負担を軽減するような教育行政から
の支援が必要である。また，広範囲にわたって影響を与
える可能性のある「大雨」に関する気象情報である大雨
警報及び大雨特別警報は，昨今の気象災害の激甚化の流
れを見ても，いずれの学校においても臨時休業にすべき
ものとして教育行政から提示する必要があると考えら
れる。
　今後は本稿で得られた知見を踏まえ，臨時休業基準の
規定に関する考察をさらに深めていかなければならな
い。そのためには，学校だけでなく教育委員会を対象と
したインタビュー調査等の質的な観点からアプローチ
を行う必要がある。これらについては他日を期したい。

―注―
1 　表面雨量指数は，短時間強雨による浸水害の危険度

の高まりを把握するための指標であり，降った雨が地
中に浸み込まずに，地表面にどれだけ溜まっているか
を指数化したもの。2017 年 7 月から導入された。

　気象庁ホームページ「雨による災害発生の危険度の高
まりを評価する技術を活用した大雨・洪水警報や大雨
特別警報の改善，及び危険度分布の提供について」

　http://www.jma.go.jp/jma/press/1704/28b/20170428 
riskmap.html（最終アクセス 2022 年 4 月 1 日）

2 　流域雨量指数は，河川の上流域に降った雨によっ
て，どれだけ下流の対象地点の洪水害の危険度が高ま
るかを把握するための指標であり，降った雨が，地表
面や地中を通って河川に流れ出し，さらに河川に沿っ
て流れ下る量を指数化したもの。表面雨量指数と同様
に，2017 年 7 月から導入された。（出典は注 1 と同じ。）

3 　国立情報学研究所の統計情報を参照すると，2012
年 12 月以降の全国の気象警報の発表回数（のべ）は
多い順に大雨警報（108,913 回），洪水警報（68,093 回），
暴風警報（43,965 回），波浪警報（36,041 回），暴風雪
警報（12,585 回），大雪警報（11,924 回），高潮警報（3,058
回）となっており，大雨警報の発表回数は他と比べて
一桁違っている。また，2013 年から運用が開始され
た気象特別警報に関しては，発表回数の多い順に大雨
特別警報（1,431 回），暴風特別警報（95 回），波浪特
別警報（93 回），高潮特別警報（93 回）となっており，
大雨特別警報の発表回数が際立っている。なお，暴風
雪特別警報と大雪特別警報はこれまでに発表がない。

　国立情報学研究所ホームページ「特別警報・警報・注
意報データベース」

　http://agora.ex.nii.ac.jp/cps/weather/warning/stat/（最終ア
クセス 2022 年 4 月 1 日）

4 　これは危機管理マニュアルに含むべき内容として
提示されているため，本研究で論じてきた臨時休業基
準とは多少異なるものの，文部科学省が各学校に臨時
休業基準の内容を具体的に示している例として取り

扱う。
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